
松原市長　様

（　　　　　　　）

被保険者との続柄(※)：

(※)民法第886～890条に規定されている法定相続人の範囲は以下の通りです。

　

　　子、配偶者、父母、兄弟姉妹となります。

　　これら以外の方が相続人となる場合は公正証書（遺言書）が必要になります。
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介護保険法第５１条（第６１条）による高額介護サービス費の支給

介護保険法第５１条の２（第６１条の２）による高額介護合算介護サービス費の支給

　被保険者　　　　　　　　　　が平成　　　年　　　月　　　日に死亡したた

め、以下の介護保険サービスの費用支給について、私が相続人代表として請求す

ることを申し立てます。

　（該当する番号を○で囲んでください。）

介護保険法第４５条（第５７条）による特定福祉用具購入費の支給

介護保険法第４５条（第５７条）による住宅改修費の支給


